
１　総括

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

(2)職員給与費の状況（普通会計決算）

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
      ２　職員数は，平成27年4月1日現在の人数である。
　　　３　給与費については，任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれており，
　　　　職員数には当該職員を含んでいない。

(3) ラスパイレス指数の状況

8,277,533

給　 料　　　　　　Ａ

22,008,881

期末・勤勉手当

千円 千円

　　　　　千円

　　　　　　Ａ

1,081,204

人

住民基本台帳人口

　　　　　（28年1月1日）

職員手当

4,761,615 35,048,029

千円

人 件 費 率

区　　分

　　　　　　　千円人　
27年度

802,813

職員数

14.2%359,330,813

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

歳 出 額 （参考）

　　　　　　Ｂ

51,172,958

区　　分 人 件 費実 質 収 支

新潟市の給与・定員管理等について

26年度の人件費率

　　　　　　　　　　　％

Ｂ／Ａ

　　　　　　％　　　　　千円

千円

（参考）一人当たり

給与費 B/A
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千円
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（注）１ ラスパイレス指数とは，全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため，国の職員数
　　　　（構成）を用いて，学歴や経験年数の差による影響を補正し，国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額
　　　　を100として計算した指数。
　　　２　類似団体平均とは，人口規模，産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。
　　　３　平成25年は，国家公務員の時限的な（２年間）給与改定・臨時特例法による給与減額措置が無
　　　　いとした場合の値である。

90.0 

95.0 

新潟市 政令指定都市平均 全国市平均
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(4)給与改定の状況

①月例給

（参考）

Ａ Ｂ

円 円 円 ％ ％ ％

（注）「民間給与」，「公務員給与」は，人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラスパイレス比較した

平均給与月額である。

②特別給（期末・勤勉手当）

（参考）

Ａ Ｂ

月 月 月 月 月 月

（注）「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合，「公務員の支給月数」は

期末手当及び勤勉手当の年間支給月数である。

(5)給与制度の総合的見直しの実施状況について

①給料表の見直し　：　実施

0.09

  月数

28年度

4.20

較差区　　分

人事委員会の勧告

民間の支給割合

0.10

Ａ－Ｂ

4.29

人事委員会の勧告

国の改定率

国の年間支給月数

4.30

359,966

（改定率）

年間支給月数

4.30

Ａ－Ｂ

区　　分

（改定月数）

較差公務員給与 給与改定率民間給与

0.14

勧告

360,485 519

公務員の支給 勧告

28年度

0.2 0.17

【概　要】
　国の給与制度の総合的見直しにおいては，俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手当の支給割合の見直し等に取り組むとさ
れている。

（給料表の改定実施時期）
平成27年4月1日
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②地域手当の見直し
（支給割合）
　　国基準3％に対し，新潟市においても3％を支給。
（実施時期）
　　平成27年4月1日より実施。段階的に支給割合を引き上げることとし，平成27年4月1日時点は1％，
　　給与改定後は平成27年4月に遡及し1.22％を支給。平成28年4月1日時点は2%を支給。

（参　考）

③その他の見直し内容

(6)特記事項

なし

　管理職員特別勤務手当及び単身赴任手当について，国と同様に見直しを実施。（平成27年4月1日実施）

平成27年度の支給割合

国基準による支給割合
0%

　　平成27年4月1日
（実施内容）
　　一般俸給表について，平均△2.0%（若年層の引下げは行わず，高齢層を中心に最高△2.5%）の改定。
　　他の俸給表についても一般俸給表との均衡を踏まえ，見直しを実施。
　　なお，平成29年度末までの３年間，激変緩和として経過措置（現給保障）を実施する。

1% 1.22%
3%
2%新潟市の支給割合

平成26年度の支給割合
4月1日時点 遡及改定後

平成28年度の支給割合

1%0% 2%
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２　職員の平均給与月額，初任給等の状況
 (1) 職員の平均年齢，平均給料月額及び平均給与月額の状況（28年4月1日現在）

　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

　　　②技能労務職

参考

歳 人 円 円 円 －

歳 人 円 円 円 歳 円 1.82

歳 人 円 円 円 歳 円 1.41

歳 人 円 円 円 歳 円 1.37

歳 人 円 円 円 歳 円 2.01

歳 人 円 円 円 －

歳 人 円 円 円 －

歳 人 円 円 円 －

199,900

－

－

249,300

57.1

－

－

－

－ －

50.4 －

－

区　　分

新潟市

うち用務員

うち清掃職員

うち学校給食員

うち自動車運転手

用務員

－

47.8

57.3

161

45.3 290,300

43.1

455,694

407,886

227,100

55.2

職員数 平均給料月額

民間

対応する民間の
類似職種 平均年齢

平均給与月額

（Ｂ）

平均給与月額

（国比較ベース）

49.2

49.9

618

87

49.8

－

363,892

322,674

372,484

333,077

331,816

Ａ／Ｂ

－

318,829

392,652 376,261

－

（国比較ベース）

332,194

335,070

343,501

341,868321,994

9

467

2,876

352,248

年収ベース（試算値）の比較

351,479新潟県

国

政令指定都市平均

52.6

48.7

409,695

322,533 406,727新潟市

443,083

―

（Ａ）

平均給与月額

329,358

376,189

公務員

287,447

平均年齢

1,201

廃棄物処理業従業員

調理士

自家用自動車運転者

国

407,233

368,728

336,011

370,569

383,76441.8

410,984

政令指定都市平均

43.6

155

351,742

358,083

43.3

350,640

新潟県

平均年齢

365,012

区 分

参考

区　　分 平均給料月額 平均給与月額平均給与月額

42.2
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円 円

円 円

円 円

円 円

※ 　民間データは，賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。（平成25～27年平均）

調理士と自家用自動車運転手については，新潟県のデータを用い，用務員と廃棄物処理作業員については，全国のデータを

用いている。

※ 　技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり，市のデータは正規職員のみを対象としているが，民間のデータは正規職員

のほかに非正規職員も含んでおり，年齢・業務内容・雇用形態等の点において完全に一致しているものではない。

※ 　年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは，それぞれ平均給与月額を12倍したものに，公務員においては前年度に

支給された期末・勤勉手当，民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。

　　　③高等学校教育職

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

④小・中学校（幼稚園）教育職

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

新潟県

新潟県

6,466,429

う ち 学 校 給 食 員

新潟市 47.1

区　　分

369,602

378,455

平均給料月額

312,729

平均年齢 平均給与月額

－

（Ｄ）

平均給料月額

456,100

政令指定都市平均

新潟市

政令指定都市平均 38.3

44.6

区　　分

う ち 自 動 車 運 転 手

平均年齢 平均給与月額

う ち 清 掃 職 員

－

う ち 用 務 員

新潟市

（Ｃ）

民間

3,009,600

－

3,968,100

区　　分

Ｃ／Ｄ

458,033

423,411

2.397,195,132

5,524,219 3,333,200

1.63

1.66

5,908,308 2.162,732,900

390,807

481,219

新潟市

46.4

46.7 388,825

399,499

41.8

410,542

357,081
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　　　⑤福祉職

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

（注）１　「平均給料月額」とは，28年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。
      ２　「平均給与月額」とは，給料月額と毎月支払われる扶養手当，地域手当，住居手当，時間　　　　　 
　　　　外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり，地方公務員給与実態調査にお
　　　　いて明らかにされているものである。　

　　　　　また，「平均給与月額（国比較ベース）」は，比較のため，国家公務員と同じベース（＝

　　　　時間外勤務手当等を除いたもの）で算出している。

（2) 職員の初任給の状況（28年4月1日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 －

円 円 －

円 円 －

（3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（28年4月1日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円該当なし

183,300

区　　　　分

149,000

新潟市

―

高　校　卒

大　学　卒一般行政職

区　　分 平均給料月額

区　　　　　分

政令指定都市平均

国

39.6

高等学校教育職

平均給与月額

37.2

330,211

平均年齢

技能労務職

高　校　卒

高　校　卒

経験年数１０年

一般行政職

210,960

大　学　卒
小・中学校教育職

（幼稚園）

261,305

204,700

技能労務職 高　校　卒

平均給与月額

332,611

新　潟　県

大　学　卒

大　学　卒

141,400

204,700

144,600

176,700

新　潟　市

42.4

287,104

146,700

149,000

293,795

204,700

337,099368,910

国

経験年数３０年

410,576

204,700

301,403

183,300

（国比較ベース）

379,832

374,886

348,015

経験年数２０年 経験年数２５年

381,862

351,268

309,403

349,230

296,721

281,718
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３　一般行政職の級別職員数等の状況
（1) 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（28年4月1日現在）

（注）１　新潟市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

      ２　標準的な職務内容とは，それぞれの級に該当する代表的な職務である。

  

310 10.7 140,000 246,000

310 10.7 190,200 303,500

１　　級 主事・技師
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％ 　　　　　　　　円 　　　　　　　　円

582 20.1 226,400 349,600

２　　級 主事・技師
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％ 　　　　　　　　円 　　　　　　　　円

969 33.5 260,000 380,600

３　　級 係長・主査・副主査
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％ 　　　　　　　　円 　　　　　　　　円

490 17.0 286,200 392,500

４　　級 課長補佐・主幹
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％ 　　　　　　　　円 　　　　　　　　円

158 5.5 316,900 414,200

５　　級 副参事・課長補佐
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％ 　　　　　　　　円 　　　　　　　　円

33 1.1 361,000 447,800

６　　級 参事・課長
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％ 　　　　　　　　円 　　　　　　　　円

33 1.1 406,200 469,400

７　　級 部次長
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％ 　　　　　　　　円 　　　　　　　　円

5 0.2 458,100 528,000

８　　級 部長
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％ 　　　　　　　　円 　　　　　　　　円

職員数 構成比 １号給の給料月額 最高号給の給料月額

９　　級 理事・部長
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％ 　　　　　　　　円 　　　　　　　　円

区　　分 標準的な職務内容

４級

33.5%
４級

33.3%
４級

24.9%

５級

17.0%

５級

16.9% ５級

23.1%

６級

5.5%

６級

5.5%

６級

5.8%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
9級 0.2％
8級 1.0％
7級 1.4％

9級 0.3％

8級 1.0％
7級 1.0％

9級 0.2％
8級 1.1％
7級 1.1％
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（2) 昇給への勤務成績の反映状況
実施状況

① 一般行政職俸給表適用者を対象に，過去１年間（平成28年1月1日～平成28年12月31日）の勤務成績に

　ついての，その職員を監督する者による証明を基に，平成29年1月1日現在の昇給号俸区分を決定した。

　(新潟市職員の初任給，昇格，昇給等に関する規則による）

② 勤務成績区分による昇給区分は次のとおり。

やや良好でない

良好でない

8号俸

6号俸

3号俸

2号俸

6号俸

4号俸

2号俸

特に良好

管理職層 55歳以上

4号俸

3号俸

2号俸

1号俸

0号俸

成績区分 初任・中間層

極めて良好 8号俸

良好

0号俸 0号俸

１級

10.7%

１級

10.3%
１級

9.3%

２級

10.7%
２級

7.7%
２級

7.2%

３級

20.1%
３級

21.1%
３級

27.4%

４級

33.5%
４級

33.3%
４級

24.9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

平成28年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比
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４　職員の手当の状況

（1) 期末手当・勤勉手当

１人当たり平均支給額（27年度） １人当たり平均支給額（27年度）

千円 千円

（27年度支給割合） （27年度支給割合） （27年度支給割合）

期末手当　　　　　　勤勉手当 期末手当 　　　　　勤勉手当 期末手当 　　　　　

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（ ）月分  ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階，職務の級等による加算措置 職制上の段階，職務の級等による加算措置 職制上の段階，職務の級等による加算措置

・役職加算　　　　　5～20％ ・役職加算　　　　　5～20％ ・役職加算　　　　　5～20％

・管理職加算　　　　なし ・管理職加算　　　15～25％ ・管理職加算　　　10～25％

（注）　(  )内は，再任用職員に係る支給割合である。

実施状況

① 一般行政職俸給表適用者を対象に，過去半年間（平成27年12月2日～平成28年6月1日　及び　平成28年6月2日～

　平成28年12月1日）の勤務成績についての，その職員を監督する者による証明を基に，平成28年6月期　及び　12月期の

　成績率区分を決定した。（新潟市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則による。）

② 勤務成績区分による成績率区分は次のとおり。

1,511 1,604

1.60

新　　　　　潟　　　　　市 新　　　　　潟　　　　　県

0.70

2.60

0.75 1.45 0.75

125/100以上200/100以下

111/100

勤勉手当

国

―

1.60

1.45

1.602.60 2.60

１２月期

優秀 88/100

標準未満

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

特に優秀

６月期
一般職員

77/100未満

標準

成績区分
部長以上

88/100

77/100

77/100未満

1.45

６月期１２月期

125/100以上200/100以下

97/100

97/100未満

99/100以上160/100以下

97/100

99/100以上160/100以下

77/100

97/100未満

111/100
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（2) 退職手当（28年4月1日現在）

（支給率）　　　　　　　　　 （支給率）　　　　　　　　　

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

　　　（2％～30％加算） 　　　（2％～45％加算）

１人当たり平均支給額　　　 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は，26年度に退職した職員に支給された平均額である。

49.59

34.5825

41.325

新　　　　　　　潟　　　　　　　市

49.5949.59

25.55625

34.5825

20.445

49.59

49.59

29.145

2,096

29.145

国

21,500

20.445 25.55625

41.32549.59

自己都合 応募認定・定年 自己都合 応募認定・定年
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 (3) 地域手当

（28年4月1日現在）

千円

円

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

（注）　地域手当補正後ラスパイレス指数とは，地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較

するため，地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数。

（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給率）／（１＋国の指定基準に基づく地域手当支給率）により

算出。）

（ラスパイレス指数）

地域手当補正後ラスパイレス指数

8

(99.2)

支給実績（27年度決算）

16.0

16.0

9

1

51,913

287,856

20.0

3.0168

国の制度（支給率）

1

支給対象職員数

15.0

さいたま市に在勤する職員

堺市に在勤する職員 1

1

新潟市に在勤する職員（一般職）

浜松市に在勤する職員

新潟市に在勤する職員（教育職）

支給率

支給職員1人当たり平均支給年額（27年度決算）

2.0 5,749

3.0

10.0

支給対象地域

東京都の特別区に在勤する職員

医療職俸給表（一）の適用を受ける職員

調布市に在勤する職員

15.0

10.0

18.5

16.0

3.0

3.0

98.2

14.0

1.0
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 (4) 特殊勤務手当（28年4月1日現在）

千円

　円

　％

区役所健康福祉課・保護課・児童相談
所　等に勤務する職員

訪問調査・訪問指導に従事した場合 １日につき350円

清掃センター等勤務職員 炉内作業に従事した場合犬猫の死体処理
１日につき350円
１体につき150円

保健所・衛生環境研究所・環境対策課
等の職員

感染症の試験検査・診察・防疫・看護　等
結核等の病原体の検査等
有毒ガスや危険薬品を取扱う業務

１日につき130～1,200円

月額10.000～20,000円

業務に従事した職員
農作物または森林の害虫防除作業に従事し，有機
燐製剤の原液調整作業に直接従事等した場合

１日につき100～200円

消防職員
火災等に出動し，放水又は災害現場活動に従事救
急業務に従事

１日につき200～1,000円

消防職員
水難救助等のために，潜水器具を着用して潜水作
業に従事した場合

２０メートル以下　　350円
２０メートル超　　　700円

消防職員ほか作業に従事した職員
地上又は水面上10m以上の足場の不安定な箇所で
監督・検査・消防作業に従事した場合

１日につき150～300円

知的障がい者更生施設・知的障がい児
通園施設・養護学校　等に勤務する職
員

入所者・通園児に対し直接療育の相談及び指導に
従事した場合

月額　30,600円

消防職員 国際緊急援助活動に従事した場合 １日につき4,000円

102,547

税・国民健康保険・介護保険関係職員

税・国民健康保険・介護保険関係職員

賦課・徴収・調査のために出張した場合 １日につき400円

１日につき330円滞納処分等に従事した場合

主な支給対象職員 主な支給対象業務
左記職員に対する

支給単価

職員全体に占める手当支給職員の割合（27年度） 22.5

133,926

支給職員１人当たり平均支給年額（27年度決算）

手当の種類（手当数）

緊急出動手当

清掃手当

有機りん製剤等取扱手当

接触手当

高所作業手当

賦課徴収等業務手当

滞納処分手当

療育指導等業務手当

国際緊急援助活動手当

20

潜水手当

支給実績（27年度決算）

保健福祉調査等手当

手当の名称
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東日本大震災に対処するため死体の収容等の作業
に従事した場合

１日につき210円

障がい福祉課・こころの健康センター
の職員等

業務に従事した職員
福島第一原発周辺の屋内退避指示区域内で屋外作
業に従事した場合

児童福祉施設に勤務する保育士等以外
の職員

相談業務に従事した場合

高等学校又は中等教育学校後期課程に
勤務する教諭及び養護教諭うち主任等

教務主任，学年主任，保健主事，生徒指導主事，
進路指導主事又は学科主任の業務に従事した場合

１日につき200円

死体処理手当

月額　　　　　7,700円
１日につき　　　350円

所 等 勤務す 職員

清掃センター等勤務職員 正規の勤務時間が深夜（10時～5時）の場合

１日につき2,500円

1回につき　　410～980円

出張し，用地の取得や損失補償に関し長期にわた
る交渉に従事した場合

１日につき380円

東部・西部地域土木事務所・区役所建
設課職員

１日につき350円
１日につき330円

１日につき900～8,000円

１日につき1,000円

除雪作業に従事
特殊作業用自動車の運転に従事

教員特殊業務手当

必要に応じ直接保育に従事した場合

用地対策課の職員等

高等学校，中等教育学校後期課程又は
幼稚園に勤務する職員

教育業務連絡指導手当

用地等交渉手当

業務に従事した職員

災害応急作業手当

精神保健福祉業務手当

非常災害時等の緊急業務，修学旅行等で泊まりを
伴う業務，部活等で週休日等に行う業務等に従事
した場合

夜間特殊業務手当

福祉施設業務手当

除雪作業等従事手当
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 (5) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

　（注） 　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は，「支給実績（各年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の

総職員数（管理職員，教育職員等，制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり，短時

間勤務職員を含む。

（6) その他の手当（28年4月1日現在）

円

円

円

円

円

支給実績（27年度決算）

支給実績

2,194,317

同

国の制度と

443

千円

内容及び支給単価

千円

（27年度決算）との異同

329,414

332,921

2キロ以上の場合支給
徒歩通勤　　　支給なし
バス・電車　最高55,000円
車等（距離に応じて）
　　　　　　　 最高31,600円

配偶者　13,000円
配偶者のない場合で
扶養親族のうち１人
11,000円
上記以外の扶養親族
 6,500円

休日勤務手当

住居手当 314,590

463,981通勤手当

課長級以上の職員
役職に応じ定額支給

同

手　当　名
支給職員1人当たり

異なる内容

千円

217,482

管理職手当 千円

千円

298,190

566,758

779,674

661,474

92,796

（27年度決算）

扶養手当

平均支給年額

455

2,262,461支給実績（26年度決算）

国の制度

職員１人当たり平均支給年額（27年度決算）

借家・アパートなど（家賃額に
応じて）　最高27,000円

休日等に正規の勤務時間中に
勤務した職員に支給
1時間単価×1.35

同

同

職員１人当たり平均支給年額（26年度決算）

同

9 / 16 ページ

５　特別職の報酬等の状況（28年4月1日現在）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

月分

月分

　　 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

円

円

(※)市長の退職手当について現任期に限り50%減額。

(注）１　給料及び報酬の（　）内は，減額措置を行う前の金額である。                         
     ２　退職手当の「1期の手当額」は，4月1日現在の給料月額及び支給率に基づき，1期（4年＝48月）     
           勤めた場合における退職手当の見込額である。                                 

給料月額×在職月数×0.53×0.5(※)

給料月額×在職月数×0.35

区 分

議 長

副 議 長

3.10

（給料月額に100分の20を加算額した額）

15,825,600

953,000

1,179,000

1,061,000

1,599,000

給 料 月 額 等

任期毎

440,000

779,000

報

酬

期
末
手
当

　　（27年度支給割合）

副 市 長

議 員

14,844,240

781,000

議 員

　　（27年度支給割合）議 長

副 市 長

市 長

副 議 長

備　　　　考

退
職
手
当

市 長

給

料 副 市 長

703,000

1,285,000

3.10

648,000655,000

703,000

942,000

1,167,000

894,900 886,800

（給料月額に100分の20を加算額した額）

（参考）類似団体における最高／最低額

任期毎

1,108,650市 長
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６　職員数の状況

（1)部門別職員数の状況と主な増減理由
（各年４月１日現在）

人口1万人当たり職員数 　　　　 人

（類似団体の人口1万人当たり職員数 人）

人口1万人当たり職員数 　　　　 人

（類似団体の人口1万人当たり職員数 人）

人口1万人当たり職員数 　　　　 人

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。
　　　２　[     ]内は，条例定数の合計である。

（2)年齢別職員構成の状況（28年4月1日現在）

合　　計
[  7,625  ］

915

7,413

3,741

889 898

3,762

7

257

1,220

普
通
会
計
部
門

196

114

1,248

5,575

337

＜参考＞

540

24

職員派遣分の増

主 な 増 減 理 由

0

11

28

0

個人番号関連業務の体制強化等

水道

5,545

[  7,625  ］

下水道

小　計

197

7,353

341

1,838

平成28年

その他

104

167

　公
　営
　企会
　業計
　等部
　 　門

185

915

1,808

1,103 1,136 33

2

60

[  0  ］

169

823

572

539

小　計

病院

民生

計

商工

消防部門

教育部門

24

農林水産 0

8

総務

土木

834

税務

平成27年

257

185

職 員 数

議会

562
一
般
行
政
部
門

労働

　　　　　　　　区　　分
　部　　門

衛生

-10

対前年
増減数

業務委託等-10

生活保護業務の体制強化など

業務執行体制の見直し

1

0

＜参考＞

1

21

9

看護体制の強化など

権限移譲に伴う体制強化等

65.43

30

-4

＜参考＞

健康支援推進体制の強化

30

業務執行体制の見直し

-1

47.06

44.96

69.74

派遣職員の終了

92.74

土木部門の体制強化

10 / 16 ページ

（2)年齢別職員構成の状況（28年4月1日現在）

(3)職員数の推移
（単位：人）

　（注） 1　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。
2 合併した団体にあっては 合併前の年については合併前の旧団体の合計職員数

職員数

～

36歳

621

5,621

7,413

721

～

公営企業会計　計

47歳

1,004 906

1,808

人

389

～

人

39歳

人

未満 43歳

人人 人

35歳

32歳

～～

48歳44歳40歳 60歳20歳20歳 24歳

738

人

～ ～

31歳

15

27歳23歳

28歳

703

51歳

区　分

～

1,015 988 940
3,842 3,805

人

778

人

計

59歳 以上

739

56歳

～

人

52歳

758

55歳

人

5,575

年度
部門別

過去5年間の
増減数（率）

-2.1%3,762

人

7,413

人

41

～

-80

7,429

5,767 5,704

3,760 3,739 3,741
教育 910 889

一般行政

5,611 5,564

898
915消防 910 911 911 915 915

総合計 7,450 7,420 7,383 7,345
1,683 1,716 1,772 1,781

H23 H24 H25 H26 H27 H28

-11.5%
5 0.5%

-192 -3.3%
155 9.2%

-117

普通会計　計
1,838

-37 -0.5%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

20歳未満 20～23 24～27 28～31 32～35 36～39 40～43 44～47 48～51 52～55 56～59 60歳以上

％ 構成比

５年前の構成比

2　合併した団体にあっては，合併前の年については合併前の旧団体の合計職員数。
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７　公営企業職員の状況
　(1)　水道事業
  　① 職員給与費の状況

ア　決算

職員給与費 　（参考）

（注）資本勘定支弁職員に係る職員給与費386,232千円を含まない。

　　　

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。
      ２　職員数は，平成27年3月31日現在の人数である。

イ　 特記事項

なし

② 職員の基本給，平均月収額及び平均年齢の状況（28年4月1日現在）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円

（注）平均月収額には，期末・勤勉手当等を含む。  

 ③ 職員の手当の状況

　　　　千円

　質収支 職員給与費比率

総費用に占める

2,184,744

10.0

％

2,241,174

千円

26年度の総費用に占

1,384,770

14,517,636

千円

　　　　　　Ａ

める職員給与費比率

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

Ａ  

期末・勤勉手当

％

537,826

給　 料 職員手当

基本給

45.3

　　　　　　Ｂ／Ａ

純損益又は実区　　分 総費用

27年度

27年度

千円　

人

342

532,333

373,196

262,148

新 潟 市

千円

千円　

職員数

Ｂ　

15.42,008,375

区　　分

政令指定都市平均

―

　　計　　Ｂ

6,773

　　　　給与費 　　B/A

　　　　　　区　　分

千円

平均月収額平　均　年　齢

千円

44.6

（参考）政令指定都市平均

354,279

6,388

　　　　　千円

一人当たり給与費

一人当たり

―事 業 者

564,216
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ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（27年度支給割合） （27年度支給割合）

　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当 　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 （ ）月分 （ ）月分 （ ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階，職務の級等による加算措置 職制上の段階，職務の級等による加算措置

・役職加算 ５～２０％ ・役職加算 ５～２０％

・管理職加算 なし ・管理職加算 なし

（注）　(　  )内は，再任用職員に係る支給割合である。

イ　退職手当（28年4月1日現在）

（支給率）　　　　　　　　　 （支給率）　　　　　　　　　

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（２％～３０％加算） （２％～３０％加算）

１人当たり平均支給額　　　 千円 千円 １人当たり平均支給額 　　 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は，26年度に退職した職員に支給された平均額である。

20.445

29.145

新潟市（水道事業）

20.445

34.5825

49.59

22,113

49.59

2,096-

49.59

41.325

25.55625

新潟市（一般行政職）

49.5941.325

1.60

新潟市（水道事業）

新潟市（一般行政職）

0.75

1,459

1.45

1.60

１人当たり平均支給額（27年度）

1.45

21,500

25.55625

自己都合

2.60

1,511

29.145

１人当たり平均支給額（27年度）

0.75

2.60

49.59

34.5825

49.59

自己都合 応募認定・定年応募認定・定年
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ウ　地域手当

（28年4月1日現在）

千円

   円

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（28年4月1日現在）

千円

　円

　％

オ　時間外勤務手当

千円

千円

手当の種類（手当数）

4,621

22,652

54.7

支給実績（27年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（27年度決算）

職員全体に占める手当支給職員の割合（27年度）

3

正規の勤務時間による勤務の一部または全
部が深夜（22時～5時）において行われたと
き

１回650円

左記職員に対する
支給単価

夜間特殊業務手当
夜間工事監督業務等に従事する職
員

343

支給実績（27年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（27年度決算）

新潟市に在勤する職員

主な支給対象業務

供給停止処分のための外勤

308

101,991支給実績（2７年度決算）

主な支給対象職員

18,872

49,663

職員１人当たり平均支給年額（27年度決算）

2

手当の名称

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政の制度（支給率）

2

１日800円

料金徴収手当
事業所及び営業所で計量または収
納業務に従事する職員 水道料金等の調査，徴収及び減免のための

外勤
１日400円

危険作業手当 危険作業に従事する職員
水質の試験や検査等で特に危険な薬品を取
り扱う作業等の危険作業

１日300円
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千円

千円

（注） 1　時間外勤務手当には，休日勤務手当を含む。

2　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は，「支給実績（各年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の

　総職員数（管理職員，教育職員等，制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり，短時

　間勤務職員を含む。

カ　その他の手当（28年4月1日現在）

  　

27,216 円755,989千円

117,519

円

（27年度決算）

支給職員１人当たり支給実績

286,689

33,149 91,069

235,492 円

（27年度決算）

千円

千円

51,337 千円

16,055

平均支給年額

円

同

一般行政職
の制度と異な
る内容

352

課長級以上の職員
役職に応じ定額支給

配偶者　13,000円
配偶者のない場合で
扶養親族のうち１人
11,000円
上記以外の扶養親族

管理職手当

支給実績（26年度決算）

内容及び支給単価

職員１人当たり平均支給年額（26年度決算）

同

住居手当

同

同

通勤手当

借家・アパートなど（家賃額に
応じて）　最高27,000円

一般行政職
の制度との異
同

手　当　名

2キロ以上の場合支給
徒歩通勤　　　支給なし
バス・電車　最高55,000円
車等（距離に応じて）
　　　　　　　 最高31,600円

扶養手当
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　(2)　病院事業
① 職員給与費の状況
ア　決算

職員給与費 　（参考）

　　　

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。

      ２　職員数は，平成27年3月31日現在の人数である。

イ　 特記事項

なし

② 職員の基本給，平均月収額及び平均年齢の状況（28年4月1日現在）

ア　医師職

歳 円 円

歳 円 円

歳 円

イ　看護師職

歳 円 円

（参考）政令指定都市平均

一人当たり給与費　　　　給与費 　　B/A　　計　　Ｂ

職員給与費比率 26年度の総費用に占

千円　 ％
Ｂ　Ａ  

職員数

　　　　千円 千円　
める職員給与費比率

一人当たり

％

区　　分 総費用 総費用に占める純損益又は実

　質収支

39.7
27年度

23,906,912

　　　　　Ｂ／Ａ

　　　　　　Ａ 職員手当 期末・勤勉手当

9,490,604300,100

区　　分

給　 料

39.7

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

1,590,941

　　　　　千円

3,751,622 2,462,943 998,026 7,212,591

千円 千円

　　　　　　区　　分

1,401,906

平均月収額

543,532

新 潟 市

　　　　　　区　　分

千円

7,4136,697

平　均　年　齢

―

34 0 264 306

千円 千円

新 潟 市 45.8

27年度

平　均　年　齢

1,077

事 業 者

基本給

568,155

平均月収額

―

413 173

政令指定都市平均 44.7

基本給

人
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歳 円 円

歳 円 円

歳 円

ウ　事務職

歳 円 円

歳 円 円

歳 円

（注）平均月収額には，期末・勤勉手当等を含む。  

―

――

新 潟 市 34.0 264,306

483,075

369,813 594,975

297,171 438,037

298,472

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢 平均月収額

413,173

事 業 者

政令指定都市平均 37.5

政令指定都市平均

37.9

44.0

―事 業 者

新 潟 市

基本給
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 ③ 職員の手当の状況
ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（27年度支給割合） （27年度支給割合）

　　期末手当　 勤勉手当 　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 （ ）月分 （ ）月分 （ ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階，職務の級等による加算措置 職制上の段階，職務の級等による加算措置

・役職加算 ５～２０％ ・役職加算 ５～２０％

・管理職加算 なし ・管理職加算 なし

（注）　(　  )内は，再任用職員に係る支給割合である。

イ　退職手当（28年4月1日現在）

（支給率）　　　　　　　　　 （支給率）　　　　　　　　　

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（２％～３０％加算） （２％～３０％加算）

１人当たり平均支給額　　　 千円 千円 １人当たり平均支給額 　　 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は，26年度に退職した職員に支給された平均額である。

１人当たり平均支給額（27年度）

25.55625

21,500

49.59

25.55625

0.75

2.60

20.445 20.445

自己都合 応募認定・定年 自己都合

1.45

新潟市（病院事業） 新潟市（一般行政職）

応募認定・定年

41.325 49.59

49.59

41.325 49.59

927

１人当たり平均支給額（27年度）

1.45 0.75

1.6

34.5825

1,735 18,990

34.582529.145

1.60

29.145

2,096

49.59

新潟市（一般行政職）

49.59

新潟市（病院事業）

927

2.60
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ウ　地域手当

（28年4月1日現在）

千円

   円

％ 人 ％

％ 人 ％上記以外の職員 2

156,498

11,957

一般行政の制度（支給率）

支給職員１人当たり平均支給年額（27年度決算）

支給対象地域 支給率 支給対象職員数

958 2

医療職俸給表（一）の適用を受ける職員 16 119 16

支給実績（27年度決算）
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エ　特殊勤務手当（28年4月1日現在）

千円

　円

　％

753,003

747,027

93.6

10

主な支給対象職員 主な支給対象業務
左記職員に対する

支給単価

支給実績（27年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（27年度決算）

職員全体に占める手当支給職員の割合（27年度）

手当の種類（手当数）

手当の名称

1日130円～400円

月20,000円

人体に有害なガスの発生を伴う業
務又は特に危険性を有する薬品を
取り扱う業務に従事した職員

診療放射線技師及び血液，汚染さ
れた廃液等に常時接触しつつ生命
維持管理装置又は心臓血管撮影装
置の操作に従事した職員

夜間特殊勤務手当

看護等の業務に従事した助産師，
看護師若しくは准看護師又はこれ
らに準ずるものとして病院事業管
理者が定める職員

正規の勤務時間による勤務の一部または全
部が深夜（22時～5時）において行われたと
き

1日4,000円（深夜）
1日3,500円（準夜）
１月に８回を超える上記勤務の
場合は、９回目から各支給額

月10,000円

感染症の患者に接触した職員及び
病原体，放射線その他有害物を取
り扱った職員

自宅待機をした医師，歯科医師， 重症救急患者に対応するため，正規の勤務

接触手当

救急業務手当 救急業務に従事した医師 正規医師に対し支給 7,500円～15,000円

分娩業務手当 分娩業務に従事した医師 正規医師に対し支給 1件20,000円

産科業務手当
産科業務に従事した医師
産婦人科専門医研修を開始して通
算３年間を超えるものを除く

正規医師に対し支給 月50,000円

解剖補助手当
死体解剖の補助業務に従事した臨
床検査技師

死体解剖の補助業務 １体1,100円

診療手当 診療業務に従事した医師 正規医師に対し支給 医療収益の1.8％以内
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オ　時間外勤務手当
千円

千円

千円

千円

（注） 1　時間外勤務手当には，休日勤務手当を含む。

2　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は，「支給実績（各年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の

　総職員数（管理職員，教育職員等，制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり，短時

　間勤務職員を含む。

精神保健福祉業務手当 精神障がい者又はその疑いのある
者に接し 精神保健及び精神障害

1日３２０円

720,682

717

支給実績（27年度決算） 720,682

職員１人当たり平均支給年額（27年度決算） 721

支給実績（26年度決算）

職員１人当たり平均支給年額（26年度決算）

災害応急業務手当
東京電力株式会社福島第一原子力
発電所敷地内医療施設において行
う業務に従事した職員

1日5,000円

救急体制維持業務手当
自宅待機をした医師，歯科医師，
臨床検査技師，診療放射線技師，
助産師，看護師，薬剤師

重症救急患者に対応するため，正規の勤務
時間以外の時間において自宅待機を命ぜら
れた場合に支給

1日2,000円～3,500円
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カ　その他の手当（28年4月1日現在）

（27年度決算）

一般行政職
の制度と異な
る内容

支給実績

管理職手当

支給職員１人当たり

手　当　名 内容及び支給単価 （27年度決算） 平均支給年額
一般行政職
の制度との異
同

扶養手当

配偶者　13,000円
配偶者のない場合で扶養親族
のうち１人 11,000円
上記以外の扶養親族
 6,500円

同

通勤手当

2キロ以上の場合支給
徒歩通勤　　　支給なし
バス・電車　最高55,000円
車等（距離に応じて）
　　　　　　　 最高31,600円

千円 898,714

402,126

同

30,483

同

69,201

円千円 30,822宿日直手当

宿直勤務又は日直勤務をした
場合に支給する。
医師20,000円/1日
医師以外6,300円/1日

同

課長級以上の職員
役職に応じ定額支給

同

初任給調整手当

医師に月額30万7,000円を超え
ない範囲内の額を，採用の日
から35年以内の期間，採用後
人事委員会規則で定める期間
を経過した日から1年を経過す
るごとにその額を減じて支給

円

住居手当
借家・アパートなど（家賃額に
応じて）　最高27,000円

同

円

67,062 千円 217,029 円

118,971 290,883 円

円

千円

千円 3,191,476

58,862 千円 60,558

16 / 16 ページ

89,187 千円 119,075 円同夜間勤務手当

正規の勤務時間として午後10
時から翌日の午前5時までの間
に勤務した場合に支給　1時間
あたりの給与額の100分の25
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